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衆
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院
議
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哲
人
君
提
出
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速
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無
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の
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の
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一
に
つ
い
て

財
団
法
人
計
量
計
画
研
究
所
（
以
下
「
計
量
研
」
と
い
う
。
）
が
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路
（
以
下
「
高
速
道
路
」
と
い
う
。
）
の
料
金
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
料
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
料
化
に
よ
る
便
益
の
推
計
を
行
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
「
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
に
至
る
ま
で
、
試
算
を
行
っ
た
こ
と
自
体
、
国
土
交
通
本
省

（
以
下
、
本
省
）
及
び
国
総
研
は
ま
っ
た
く
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
事
実
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
（
以
下
「
国
総
研
」
と
い
う
。
）
が
計
量
研
に
委
託
し
た
高
速
道
路
料
金
割
引

社
会
実
験
効
果
推
計
調
査
検
討
業
務
の
成
果
物
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
に
実
施
し
た
高
速
道
路
の
料
金
に
係
る
社
会

実
験
の
内
容
に
か
ん
が
み
、
料
金
を
三
割
又
は
五
割
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
る
便
益
の
推
計
結
果
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
、
御
指
摘
の
「
精
査
」
に
よ
り
判
明
し
た
も
の
で
は
な
い
。

一



三
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
の
研
究
機
関
で
あ
る
国
総
研
に
お
い
て
は
、
適
宜
、
同
省
の
関
係
部
局
等
と
連
絡
を
取
っ
て
、
研
究
等
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
個
々
の
研
究
等
の
成
果
に
つ
い
て
、
同
省
の
関
係
部
局
に
報
告
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
必
要
で

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
料
金
設
定
に
つ
い
て
指
示
す
る
と
い
う
事
例
」
は
存
在
し
な
い
。

二


